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流域治水関連法の概要
【令和3年11月1日全面施行】
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特定都市河川指定の概要
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特定都市河川の取組状況 令和6年3月5日時点
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特定都市河川は、全国で20水系258河川が指定されています。



特定都市河川指定に関するロードマップ
〇令和5年9月1日の更新により、鹿児島県内において、一級河川：川内川水系隈之城川、羽月川、肝属川水系串良川、
二級河川：甲突川、稲荷川、新川が新たに追加公表（公表内容は九州内の既公表河川と同様）
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※国土交通省 特定都市河川ポータルサイトより引用



河川区間：川内川水系隈之城川等の計6河川
流域内市町村：薩摩川内市・いちき串木野市

川内川

川内川水系隈之城川流域

- -5



川内川水系羽月川流域

河川区間：川内川水系羽月川等の計18河川
流域内市町村：伊佐市・えびの市・湧水町

川内川
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流域治水の推進（特定都市河川の指定について）

特定都市河川指定
 大臣管理区間を含む一級河川

⇒国土交通大臣が指定
 一級河川の指定区間及び二級河川区間のみ

⇒都道府県知事が指定

図-2 指定要件のイメージ

図-1 国土交通大臣又は都道府県知事による指定

1. 都市部を流れる河川
2. 著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれ

3. 河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防
止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の
状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形
その他の自然的条件の特殊性により困難

【指定要件】

I. 市街化の進展
II. 接続する河川の状況
III. 自然的条件の特殊性

いずれかに該当する河川

流域水害対策計画の策定
【流域水害対策協議会の設置】

流域水害対策計画の策定等に関する協議及び実施
に係る連絡調整を行い、流域水害対策計画の効果的
な実施・運用を図る。

図-3 流域水害対策協議会の概要

【現状と課題】
気候変動による水災害の頻発化・激甚化
都市部における人口、資産の集中化による水害リスクの増大
将来的な人口減少を見据えたまちづくり、コンパクトシティ・プラス・ネットワーク化、水害リスクが低い地域への居住地誘導
水害リスクが高い地域における乱開発に対する一定の規制

●水害リスクが高い低地に無対策での宅地開発、商業施設開発
●山地等において雨水の貯留、浸透機能を阻害する太陽光発電施設の開発・設置 等

あらゆる関係者が協働し、浸水被害の防止・軽減を図る

表-1 流域水害対策計画に定める浸水被害対策の位置付け

【流域水害対策計画】 計画期間 ： 概ね20～30年
計画規模 ： 概ね1/10程度以上

実 践
【国土強靱化基本計画（Ｒ５．７月）】
第3章／２／(10)国土保全 より抜粋

特に水害リスクの高い河川においては、特定都市河川の
指定を進め、ハード整備の加速に加え、あらゆる関係者の
協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まい方の工
夫等を推進する。

【ハード対策の加速化】
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【貯留機能の保全】



流域治水の推進（特定都市河川の指定について）
既存の事業を統合・リニューアルすることにより、土地利用規制等のソフト対策を含む流域水害対策計画に位置付けられた国・都道府県・市町村・民間

事業者等が実施するハード対策を計画的かつ集中的に実施し、早期に治水安全度の向上を図る。
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